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※本資料は、令和８年２月時点における区の検討状況と方向性をお示しするものです。
具体的なサービス類型や基準等の詳細については、決定次第、改めてご案内いたします。

参考文献 正式名称

実施要綱 地域支援事業実施要綱（改正 令和７年７月17日）

ガイドライン 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて（改正 令和７年７月17日）



１．現在の区の総合事業（サービス･活動事業 ≪訪問型≫ ）
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分類（国の名称） 従前相当サービス

サービス・活動A

サービス・活動B サービス・活動C

指定事業者 委託

杉並区の実施状況 〇 〇 × × 〇

杉並区の事業名 介護予防訪問事業 自立支援訪問事業 × × 訪問型短期集中プログラム

通称 A2（サービスコード名） A3（サービスコード名） ― ― ―

実施主体 介護サービス事業者 介護サービス事業者

次期介護保険事業計画（R9～R11）に
向けて順次検討

委託事業者

対象者 要支援者 要支援者 要支援者・事業対象者

サービス内容
旧介護予防訪問介護と
同様

旧介護予防訪問介護
に準じ基準を一部緩和

概ね3か月間の専門職によ
る短期集中サービス

総合事業（区呼称 人生100年いきいきプロジェクト）とは：
区市町村が中心となり、医療・介護の専門的支援である介護保険サービスとは別に、地域における介護予防等
を推進するための多様なサービスを実施し、要支援者等の高齢者に対する効果的かつ効率的な支援等を行う事
業。



4
※介護保険最新情報vol.1299内令和６年度地域支援事業実施要綱等改正の概要より一部抜粋。https://www.mhlw.go.jp/content/001284411.pdf

想定される対象者は、進行性疾患
や病態が安定しない者など

２．厚生労働省資料
  多様なサービス・活動の分類（交付金の取扱いによるもの）

介護保険最新情報
vol.1299
詳細→

ガイドライン
第８の２による
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３． 国の総合事業の再編を受けて

発想の転換による「フルモデルチェンジ」を促す

「総合事業あり方検討会」による検証と事業再編

※第３回東京都介護予防推進会議資料より一部抜粋

令和６年度要綱改正

国の
方向性 ・日々の活動量の向上がフレイル予防の鍵

・セルフケアの推進
・高齢者自身が担い手となって活動する

・多様な主体による活動の場を重視
・高齢者の選択肢の拡大
・参加する地域組織の数が多いほどよい

サービスから「活動」へ 地域資源の拡充

検証と評価

杉並区の

対応 ・事業開始以降、大きな見直しなし
・所管部署の分散による、施策連動性の不足

部署横断的な検討組織を立ち上げ、検証・評
価を行い、区における方向性・取組を整理

これまでの課題 現時点でのアクション



４．総合事業を取り巻く区の状況①：人口構造の変化
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人口推計からの予測

15～64歳は、今後も
減少の一途をたどり
ます。

一方、重度化リスク
の高い高齢者（85歳
以上）は、増加し続
けます。

【結論】

「担い手」の減少と
「中重度要介護者の

急増」が
同時に進行する



４．総合事業を取り巻く区の状況②：需給バランスの崩壊
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人材不足の深刻化

R32(2050年)には、
要支援・要介護認定
者数が現在の約1.45
倍になる想定。

現状（R2）の人材規
模（グラフ赤枠）の
ままでは、将来の需
要を賄えない。

【結論】

このままでは
要支援者へのサービ
ス提供が不可能にな

る恐れ



４．総合事業を取り巻く区の状況③：財政の持続可能性
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費用の増大化

費用額は増加を続け
ており、R6年度は
H28年度比で約1.2倍
に拡大

後期高齢者人口の増
加と連動し、現在の
給付水準が続けば、
費用額は加速度的に
増大

【結論】

介護保険制度の持続
可能性は極めて厳し

い局面にある

介護給付費等：介護保険給付費及び地域支援事業費の合算
後期高齢者人口：令和３年実施杉並区将来人口推計
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４．総合事業を取り巻く区の状況まとめ
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2040年問題を見据えて

• 総合事業による「早期介入」と「社会参加」の徹底

目的
要支援１・２等の高齢者の健康維持・増進、中重度化の遅延

限られた介護人材を専門性の高い支援（身体介護等）へ重点化

• 中重度認定者の増加（需要増）

• 生産年齢人口の減少と介護人材の枯渇（供給減）

• 「要支援１」の割合が高い



５．サービス・活動事業の検証・評価
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ア．従前相当サービス

• 住民や地域の多様な主体により展開されるサービス・活動Aや地域活動の充実を優先させる
ことによって、結果として従前相当サービスの対象者がそれらのサービス・活動に緩やかに
移行できるよう、受け皿としての環境整備を図る。

• 想定される対象者は、進行性疾患や病態が安定しない者など

イ．サービス・活動A

• 当面は現状通り指定事業者によるサービスを提供しつつ、多様な主体の参加可能性を模索し
ながら、サービス・活動A（委託型）を段階的に充実させるよう検討する。

ウ．サービス・活動B

• 現在、当区にはない住民主体型サービスであるサービス・活動Bの実施可能性について、検
討する。

「総合事業あり方検討会」の検証・評価の結果



現行のサービス

６．サービス・活動事業（訪問事業）の現状と方向性
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従前相当サービス（A2）事業名：介護予防訪問事業

対象者像：専門職による身体介護を伴う支援が必要な
方。

内容 ：利用者の身体に直接触れる介助。利用者と
ともに行う自立支援のためのサービス。

報酬 ：月包括報酬。

サービス・活動A（A3）事業名：自立支援訪問事業

対象者像：身体機能の問題・骨折等により、日常的な
家事に支援が必要である方

内容 ：掃除・買い物の代行が中心

報酬 ：実績払い。

区の現状課題

区の課題

・国は従前相当サービスの対象者を「進行性疾患・
病態が安定しない者等」へ重点化する方向性

・訪問介護事業者の人材が不足しており、サービ
ス・活動事業に手が回らない状況

今後の検討の方向性

・専門職サービスのみならず、多様なサービス・活
動全体の充実が不可欠

・身近な地域資源の活用を含め、多角的な視点で検
討を継続する



Q＆A
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№ 質問 回答

１

事業所として、今すぐ何か手続きや体制変更を行う必要はあ
りますか？

現時点で、直ちに行っていただく手続きや変更はありません。
総合事業の充実は、2040年問題を見据えた中長期的な取り組みです。具体的な基準や運用につ
いては、次期介護保険事業計画（令和9年度～11年度）に向けて検討を進めている段階です。
制度変更を行う際は、周知期間を設け、現場の皆様に混乱がないよう進めてまいりますので、
現在は通常通りの運営をお願いいたします。

２

国の方針として「A2（従前相当）の対象者の限定化」が示さ
れていますが、現在利用している軽度者は利用できなくなる
のですか？

現在ご利用中の方が、直ちに利用できなくなるということはありません。
国の方針では、状態が安定している利用者については、住民主体の活動等への移行が推奨され
ています。しかし、一律に振り分けるのではなく、ご本人の心身の状態や意向、代替サービス
の有無などを丁寧にアセスメントした上で、適切なタイミングで検討していくことになります。
受け皿がない状態でサービスを終了することはありません。

Q＆A集以外にご質問がある場合や
総合事業の現在地と今後の展望についてご意見がある場合には、
Logoフォームアンケートを活用してください。

Logoフォームのアンケートフォームの詳細は次頁を参照してください。



「受講報告兼アンケート」の入力のお願い

集団指導の受講状況等を確認するため、視聴後に事業所ごと（サービス種別ごと）に下記入力
フォームから「受講報告兼アンケート」の入力をお願いします。

（注１）併設の事業者がある場合、それぞれのサービス事業所で回答してください。
（注２）管理者等が事業所内の回答・質問事項を取りまとめ、事業所として回答・質問してください（事業所で視聴した方全員が

回答する必要はありません）。

区公式ホームページからアクセスする場合 二次元コードを読み取ってアクセスする場合

 入力期限：３月３１日（火）まで

ここをクリック

【ホームページの階層】
 トップページ＞くらし・手続き＞
 保険・年金＞介護保険＞
 介護保険事業者の方向け情報＞
 令和７年度介護保険サービス事業者
 集団指導

受講報告兼アンケート 二次元コード



制作・著作  杉並区

ご視聴ありがとうございました。
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